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全国公営競馬獣医師協会会則 

 

（昭和４８年１０月２６日） 

改正 昭和５２年 ６月１５日  

平成 元年 ６月２１日 

平成 ３年 ６月２６日 

平成１６年 ６月１６日 

平成２４年 ６月 ７日 

平成２７年 ６月１１日 

 

 

第 １ 章  総   則 

 

（名 称） 

第 １ 条 本会は、全国公営競馬獣医師協会（略称「全公獣協」）と称する。 

（事務所） 

第 ２ 条  本会は、事務所を東京都内に置く。 

（目 的）  

第 ３ 条  本会は、競馬関係獣医師の社会的地位の確立と獣医学術の向上及び業界の発展を

図り、地方競馬主催者の施策に協調し、もって地方競馬の公正な運営と健全な発展に寄与

することを目的とする。 

（事 業） 

第 ４ 条  本会は、前条目的達成のため次の事業を行う。 

（１） 獣医学術の向上に関すること 

（２） 競走馬の防疫体制への協力に関すること 

（３） 地方競馬主催者との連絡協調に関すること 

（４） 競走馬の衛生に関する調査研究に関すること 

（５） その他、本会の目的達成のため必要と認める事項 

 

第 ２ 章  会  員 

 

（会 員） 

第 ５ 条  本会は、全国の地方競馬関係競走馬並びに軽種馬の衛生を担当する獣医師をもっ

て正会員とする。但し正会員は、その就業形態により次の２種に区分する。 

   Ａ会員 地方競馬関係競走馬並びに軽種馬の診療に従事する獣医師 

   Ｂ会員 その他本会の目的に賛同する獣医師 
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２ 前項以外のもので本会の目的主旨に賛同するものは賛助会員として置くことができる。 

（会員の義務） 

第 ６ 条  本会の正会員及び賛助会員は、定められた会費その他所要の分担金を納入しなけ

ればならない。 

２ 前項の額並びに徴収の方法は、総会の議決による。 

（入 会） 

第 ７ 条  本会に入会するときは、入会申込書に入会金を添えて申し込むものとする。 

（退 会） 

第 ８ 条  本会を退会しようとするときは、会長に届け出なければならない。 

２ 理由なく会費その他所要の分担金を１ヵ年以上滞納した者、又会員として法をおかし本会

の名誉を毀損したときは、総会の議決によって退会させることができる。 

（会費不返還） 

第 ９ 条  本会を退会する者で、既に納入した会費その他所要の分担金等は、これを返還し

ない。  

 

第 ３章  役 員 及 び職 員 等 

  

（役 員） 

第 １ ０条  本会に次の役員を置く。 

    理 事    ９名以上１５名以内 

    監 事    ２名以上３名以内 

第 １ １条  理事及び監事は、総会において選任する。 

２ 選出の方法は、総会の議決による。 

３ 理事のうち１名を会長、２名を副会長、１名を常任理事とし、理事のうちから互選する。 

（役員の職務） 

第 １ ２条  会長は、本会を代表し会務を総理する。 

２ 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代理し、会長が欠けたときは

その職務を行う。 

３ 常任理事は、会長及び副会長を補佐して業務を処理する。 

４ 理事は、理事会を組織して会務を行う。 

５ 監事は、会務を監査し総会において監査の結果を報告するものとし、理事会に出席して意

見を述べることができる。 

（役員の任期） 

第 １ ３条  役員の任期は３年とし、再任を妨げない。 

２ 補欠または増員により就任した役員の任期は、前任者または他の役員の残任期間とする。 

３ 役員は、任期満了の場合においても後任者が選任されるまでは、その職務を行うものとす

る。 
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（役員の解任） 

第 １ ４条  役員は、本会の役員としてふさわしくない行為をしたとき、その他特別の理由が

あるときは、総会の議決により解任することができる。 

（名誉会長、顧問、参与） 

第 １ ５条  本会は、会長の推せんにより名誉会長、顧問及び参与を置くことができる。 

 

（事務局及び職員） 

第 １ ６条  本会は、事務を処理するため事務局を置く。 

２ 事務局に所要の職員を置く。 

３ 事務局の職員は、会長がこれを任免する。 

 

第 ４ 章   会    議 

 

（総 会） 

第 １ ７条  総会は、通常総会及び臨時総会とし、通常総会は毎会計年度開始１ヵ月前までに、

臨時総会は会長が必要であると認めたとき及び理事会の決議により会議の目的を示した書

面をもって総会の開会を要請したときに会長がこれを招集する。 

（総会の招集方法） 

第 １ ８条  総会を招集するときは、会長において開会の日時、場所及び付議事項を定め総会

の日の１０日前までに書面をもって正会員に通知するものとする。 

（総会の開催） 

第 １ ９条  総会は、正会員の２分の１以上の者が出席しなければ開会することができない。 

２ 総会に出席できないときは、委任状をもって出席とみなす。 

（総会に附議する事項） 

第 ２ ０条  総会に付議する事項は、次のとおりとする。 

（１）  事業計画並びに収支予算の決定及び変更に関すること 

（２）  事業報告、収支決算及び財産目録に関すること 

（３）  役員の選任及び解任に関すること 

（４）  会則の制定及び改廃に関すること 

（５）  その他会の運営上会長が必要と認めた事項 

第 ２ １条  総会の議長は、総会において選出する。 

 

 

（総会の議決方法） 

第 ２ ２条  総会の議決は、特別の定めがある場合を除き、出席正会員の過半数の同意をもっ

てこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 

２ 委任状は、議決権を認めない。 
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（理事会） 

第 ２ ３条  理事会は、会長が必要と認めたとき招集し、会長が議長となる。 

（理事会に附議する事項） 

第 ２ ４条  理事会に付議する事項は、次のとおりとする。 

（１） 総会に付議する事項 

（２） 総会に付議しなければならない事項であって緊急処理を必要とし総会を招集する

いとまがないと認められる事項 

（３） 基金及び積立金の管理運用に関すること 

（４） 諸規則の規定及び施行に関し必要な事項 

（５） その他本会の運営上必要な事項 

２ 前項第２号の議決事項については、その後最も近い総会に報告し、その承認を受けなけれ

ばならない。  

（規定の準用） 

第 ２ ５条  第１９条及び第２２条の規定は理事会に準用する。この場合において、これらの

規定中「総会」、「正会員」及び「議長」とあるのは、それぞれ「理事会」、「理事」及

び「会長」と読み替えるものとする。 

 

第 ５ 章  会 計 及 び 経 理 

 

（経 理） 

第 ２ ６条  本会の経費は、次に掲げるものをもって支弁する。 

（１） 会費及び入会金 

（２） 補助金及び寄付金 

（３） その他の収入 

 

（会 計） 

第 ２ ７条  本会の会計年度は、毎年４月１日に始まり翌年３月３１日に終わる。 

（解 散） 

第 ２ ８条  本会の解散は、正会員の３分の２以上が出席した総会においてその過半数の同意

を得なければすることができない。 

第 ２ ９条  本会が解散するとき、本会の財産処分方法については解散総会の決議するところ

によらなければならないものとする。 

 

 

附  則 

この会則は、昭和４８年１０月２６日から施行する。 
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附  則（昭和５２年６月１５日） 

この会則は、昭和５２年６月１５日から施行する。 

 

附  則（平成元年６月２１日） 

この会則は、平成元年６月２１日から施行する。 

 

附  則（平成３年６月２６日） 

この会則は、平成３年６月２６日から施行する。 

 

附  則（平成１６年６月１６日） 

この会則は、平成１６年６月１６日から施行する。 

 

附  則（平成２４年６月７日） 

この会則は、平成２４年６月７日から施行する。 

 

附  則（平成２７年６月１１日） 

この会則は、平成２７年６月１１日から施行する。 

 


